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具体的な論点に係る検討及び方向性について   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市市民まちづくり局都市計画部 



    具体的な論点に係る検討及び方向性について（１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩いて行ける身近なところに、日常生活を支える機能を充実
させるべきではないか 

◆ 大規模な商業施設は、幹線道路の沿道に立地し、市街地からの距離に関係なく郊外部においても立地

している。 

◆ 一方、幹線道路から少し離れた住宅地では、徒歩圏内に店舗がない地域もみられ、買い物等の手段は

自動車に依存する傾向が顕著となってきている。 

◆ 近年、小売店舗等の商業施設は、大規模な店舗が増える一方、小規模な店舗は減少する傾向にあり、

その傾向は住宅地区において顕著である。 

◆ 今後、高齢化が進み自動車を利用しない世帯が増加することが予想されるため、あらゆる世帯が生活

利便施設等の都市機能を享受できるような市街地の形成を進める必要がある。 

○土地利用計画制度でできること 

・特別用途地区又は地区計画により、大規

模な商業施設を規制 

⇒検討課題 

・規制対象とする商業施設及び区域の設定 

○土地利用計画制度でできること 

・特別用途地区により、生活利便施設の面

積に係る用途地域の制限を緩和 

⇒検討課題 

・緩和と併せて住環境に配慮した形態等を

誘導するため、認定等の仕組みの導入に

ついて検討 

○土地利用計画制度でできること 

・誘導型地区計画等により、誘導用途の導

入に対し容積、高さ等の制限を緩和 

⇒検討課題 

・土地利用計画制度の活用を踏まえた、市

街地の目標像の具体化・共有化 

①自動車利用が前提である郊外の大規模な商業施設につ

いては、立地を抑制すべきではないか。 

②用途制限が厳しい郊外住宅地において、生活利便機能が

立地しやすくなるよう、制限を緩和すべきではないか。 

 

③都心周辺や地下鉄沿線等の利便性の高い地域で、質の高

い複合市街地形成に貢献する計画に対しては、規制の緩

和を含めた柔軟な対応をしていくべきではないか。 

   

■  具体的方向性 ■ 

0m    500m 

小売店舗の分布状況 

家事・買い物の交通手段別トリップ数の比較 
【出典】道央都市圏総合都市交通体系調査協議会「道央

都市圏の都市交通マスタープラン」 

大規模店舗の立地状況【出典】平成20年札幌市都市計画基

礎調査、各年大規模小売店舗立地法届出 

商業地域 

近隣商業地域 

準工業地域 

１万㎡超の店舗等

が建築可能な用途

地域（特別用途地区

により建築を規制

している区域を除

く。） 

店舗面積(㎡） Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

３万超 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

２万超３万以下 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

１万超２万以下 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0

５千超１万以下 1 2 0 1 0 5 5 1 4 1

５千以下 1 6 5 8 11 5 3 6 5 4

大規模店舗法新設届出件数【出典】大規模小売店舗立地法届出 

小売店舗の売り場面積の推移【出典】経済産業省 商業統計 

コンビニエンスストア 

スーパーマーケット等 

（周囲の円は半径約 500m）

用途地域のメニューの枠

組みの中で、生活利便施

設がそれぞれ単独立地

多様化・複合化 

→ 新しい店舗形態

新しい動きへ対応し

た、メニュー外の用途

制限の仕組みを検討 

 

郵便局 

食品スーパー 

食堂 

コンビニ 

ドラッグ

診療所 

調剤薬局 

郵便 

生鮮食品 

イートイン 

医療相談 

医薬品 

１低層     ２低層      ２中高      １住 

準住      準工       近商 

平成１４年                  平成１９年 

 幹線道路沿道に

おいて大規模な

小売店舗が増加 

1000 ㎡ 
以 上 

1000 ㎡ 

未 満 

■ ロードサイド型商業集積地区 
売り場面積（㎡） 

店
舗
面
積 

 住宅地 では大 規

模なものに限らず

小売店舗が減少 

1000 ㎡ 
以 上 

1000 ㎡ 

未 満 

■ 住宅地区 
売り場面積（㎡） 

店
舗
面
積 

様々な生活利便機能が複合して供

されるなど、質の高い複合市街地の

形成に寄与する建築計画 

⇒インセンティブによる誘導等、容

積、高さ等の制限を弾力的に運用



    具体的な論点に係る検討及び方向性について（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都心において、商業の連続性を分断するような共同住宅の立

地については、一定のルールを設けるべきではないか 

◆近年、経済状況の低迷に伴う地価の下落傾向や、ライフスタイルの多様化などを背景に、都心部でのマ

ンションの立地動向が高まりを見せており、今後さらにこの傾向は進むと予想される。 

◆都心における居住機能については、多様な都市サービス機能を身近に享受できる暮らしの場が提供され

ることが望まれる一方で、ひろく市民全体や街を訪れる人が魅力を感じる場としての都心の在り方とし

て、高次な都市機能の集積や賑わいの創出を重視していく必要がある。 

◆横浜市では、都心部の関内地区、横浜駅周辺地区において、すべて住宅として利用される共同住宅の進

出により、良好な業務環境が脅かされ都心機能の低下を招いたことから、住宅等の容積率の制限などを

定める「特別用途地区」を定めている。 

⇒検討課題 

・関係権利者・商店街等の合意形成 

①都心の中心部に共同住宅が立地する場合において、低層部は賑わいを生み出す用途とする

等により、賑わいの連続性を確保すべきではないか。 

都心周辺分譲マンション立地動向 

【出典】都市計画基礎調査 

≪事例≫「横浜都心機能誘導地区」（特別用途地区） 

◆策定の背景 

横浜の都心部において、高層マンション建設が

増加し、業務・商業等の都心機能の低下、まち

なみ景観の混乱、地域との摩擦や小学校の教室

不足などの課題が生じた。 

◆目的 

都心機能と居住機能の配置の適正化を図るとと

もに、都心機能を集積し、賑わいを創出する。 
関内駅周辺・横浜駅周辺 制度 

最高限第 7 種高度地区により、建築物の高

さは原則 31ｍ以下に制限 

高度地区 

（都市計画）

業務・商業専用地区 商住共存地区 

事務所・店舗などの

立地を積極的に促

進する地区 

業務・商業機能と居

住機能との調和を

図る地区 

特別用途地区

（都市計画）

 
 

制 
 

限 

住宅等（※1）の立

地を禁止 

 

住宅等の容積率を

300％に制限 

 

横浜都心機能

誘導地区建築

条例（建築基

準法に基づく

条例） 

緩 
 

和 

誘導用途（※2）主

体の場合には、容積

率や高さの緩和が

できます。 

 

 

住宅等を含む場合

には、誘導用途（※

2）併設により、誘

導用途と同等の容

積率を住宅等に加

算でき、また、高さ

の緩和できます。誘

導用途主体の場合

には、容積率や高さ

の緩和ができます。

横浜市市街地

環境設計制度

（市長の許可

制度） 

 
※1：住宅、兼用住宅、共同住
宅、寄宿舎、下宿及び有料老人
ホーム 
※2 店舗、事務所、文化施設、
ホテルなど 
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凡 例 

都心機能誘導地区 

業務・商業専用地区 
商住共存地区 

都心周辺の地価動向 

【出典】地価公示、都道府県地価調査より作成 

（百万円/㎡） 

事例「横浜都心機能誘導地区」（特区別用途地区） 
【出典】横浜市建築局ホームページ 

■ 具体的方向性 ■ 

   

住宅等の 

容積率 

450% 同等の 

容積率を 

加算

（例:指定容積率が６００％の場合）



    具体的な論点に係る検討及び方向性について（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指定容積率、高さ制限等と土地利用の実状に著しい乖離がある一般住宅地については、住

環境の保護をより積極的に推進するべきではないか。 

③まちなみ形成に支障のない良好な建築計画に対しては、緩和措置により柔軟に対応しても

良いのではないか。 

②高度利用住宅地においても、地域住民の合意がある場合は、積極的に高度利用をすべき区

域を除き、住環境を維持すべき地域もあるのではないか。 

中高層の建物が建築可能であっても、戸建住宅が多い地域に

ついては、その住環境の維持に、より配慮すべきではないか 

◆共同住宅の立地は利便性が高い高度利用住宅地に集中しているが、一般住宅地では指定容積率、高さ制

限等と実状が著しく乖離している地域がある。 

◆利便性が高い高度利用住宅地であっても低層住宅がまとまっている地域があり、中高層の共同住宅が建

つことによって、住環境に影響を与える場合がある。 

◆低層の住宅地で安定している地域については、地域住民が住環境に対する関心が高く、住民からの都市

計画提案による地区計画が市内３地区で都市計画決定されている。 

【地域住民からの相談等】 

・マンション建設等が活発なときには、地域住民から地区計画による高さ制限等に関する相談を受けるこ

とや、中高層建築物の紛争に発展し市が仲介に入るケースがある。 

○土地利用計画制度でできること 

 ・一般住宅における高度地区による高さ

制限の強化 

 ・一般住宅地における容積率制限の強化 

○検討課題 

 ・既存不適格建築物への対応 

○土地利用計画制度でできること 

 ・高度利用住宅地の安定した低層住宅地

における地区計画の活用による高さ制

限等の強化 

○検討課題 

 ・関係権利者等の合意形成 

○土地利用計画制度でできること 

 ・高度地区許可基準の見直し 

○検討課題 

・まちなみ形成に支障ないと、判断する

要件設定について検討が必要 

■ 具体的方向性 ■ 

新しい基準 

まちなみ形成に支障ない 

良好な建築計画は基準を緩和 

住宅市街地の建築物高さの現状 [出典：札幌都市計画基礎調査] 

高さ制限 10ｍ 

（一低・二低） 

33ｍ高度地区

【11 階相当】 

27ｍ高度地区 

【9 階相当】 
共同住宅の立地動向 [出典：札幌市都市計画基礎調査] 

現行の基準 

新しい基準 

高度利用住宅地 

地域合意により制限を強化 

現行の基準 

新しい基準 

現行の基準で建つ建物 

一般住宅地 

中高層建築物の届出件数・仲介・調停結果等[札幌市建築指導部] 
建物高さ別棟数割合及び平均使用容積率[出典：札幌市都市計画基礎調査] 

   



    具体的な論点に係る検討及び方向性について（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地上階数 

８階 

７階 

１－６階 

33m高度地区 

高さ制限 10m 

札幌の魅力である美しい山並みや、低層住宅地における広が

りのある景観を活かすため、建築物の高さをよりきめ細かく

制限すべきではないか 

◆低層住宅が広がる郊外住宅地において、幹線道路沿道には、高層建築物が建つ可能性がある。 

◆山地や丘陵などの豊かな自然を背景とした市街地に、高層建築物が建ちうる状況であり、札幌の特徴的

な景観に影響を与える可能性がある。 

 

○土地利用計画制度でできること 

・郊外住宅地における幹線道路沿道における、

高度地区の見直し 

・藻岩山など山や丘陵を核とした風致地区周辺

における、高度地区の見直し 

○土地利用計画制度でできること 

・景観法に基づく届出制度と連携させた、高

度地区の緩和 

①用途地域や指定容積率に応じて定めている建築物の高さ制限を、風致資源や地域の実情に

配慮した制限とすべきではないか。 

②まちなみ形成に支障のない建築計画に対しては、緩和措置により柔軟に対応しても良い

のではないか。 

○郊外住宅地の幹線沿道地区        ○山並みを背景とした地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 具体的方向性 ■ 

山並みを背景とした高層建築物の立地イメージ 郊外住宅地の幹線道路沿道における高層建築物の立地イメージ

高さ制限33ｍ 

現行の基準 

低層住宅地の広がり感を活かすため、 
周辺の実情に配慮し、高度地区を見直す 

山並みの景観を活かすため、 
高度地区を見直す 

⇒検討課題 

・山並みや低層住宅地の広がり感を活かした、

高さ制限の考え方 

 

⇒検討課題 

・まちなみ形成に支障ないと、判断する要件

設定について検討が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちなみ形成に支障ない 
計画は、基準を緩和 

条件無しで、建築可能。 

 

現行の基準 

新しい基準 

新しい基準 

【地域住民からの相談等】 

◆マンション建設等が活発なときには、地域住

民から、山並みの眺望の保全を目的とした地

区計画の相談を受けるケースがあった。 

 

郊外住宅地の建築物高さの状況 〔出典：札幌市都市計画基礎調査〕 

現行の基準 

新しい基準 

現行の基準 

   


